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F､Ｗ､パーカーの市民教育論に関する一考察
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はじめに

本稿は，フランシス・パーカー（FrancisWayland

Parker,1837-1902)の市民教育論の考察を目的とする。

パーカーは，１９世紀後半アメリカにおいて教育改革に

尽力した教育思想家であり，教育実践家である。現在，

アメリカ教育史上，進歩主義教育（progressiveeduca‐

tion)')の先駆者として位置づけられている。パーカーは

一般に，「クインシー運動」（QuincyMovement,1875-

1880）などのいわゆる児童中心主義的と言われる教育改

革によって知られているが，晩年には，市民教育の必要

を説き，教育の目標として「市民性」（Citizenship)を掲

げている。従来のパーカー研究は，主に彼の教育の児童

中心主義的とされる面に注目し，彼が晩年，教育の目標

として「市民性」を掲げたという事実はほとんど取り挙

げられてこなかったと言っても過言ではない2)。少なく

ともわが国においては，パーカーの市民教育論を主題と

した研究は管見の限り存在しない。

ところで今日，進歩主義教育の解釈には様々な立場

がある。クレミン(LawrenceA､Cremin）は１９６１年，

進歩主義教育を「広範囲にわたったアメリカ進歩主義

＊社会学研究科教育学専攻博士課程（アメリカ教育思想史）

(AmericanProgressivism）の教育的側面」とみなし，

１９世紀後半に生じた都市化，工業化にあって，民主主義

の実現を目指した人道主義的努力の一環としてとらえ

た3)。しかしその後，クレミンのこのような解釈は反論を

受けるところとなった。反論者たちは，進歩主義期の社

会・政治改革の保守性を指摘したうえで，進歩主義期の

教育改革も，資本主義体制を維持すべく，人々を既存の

社会に適応させることを，すなわち，社会統制を目指し

たものであり，また，教育における効率化，中央集権化，

官僚制化を志向したものであったとした4)。

進歩主義教育の先駆者とされるパーカーの市民教育論

を考察する際，考察の視点を提供してくれるものとし

て，以上のような進歩主義教育の解釈の動向をふまえて

おくことは重要であろう。パーカーの市民教育論もま

た，既存の社会における価値を目標に掲げ，それへと子

どもを形作ることを目指したものであったのだろうか。

このような問いに答えるためには，彼の市民教育論を当

時の社会状況との関連で考察するという作業が不可欠で

あろう。実際，パーカーが市民教育論を唱えた１９世紀

末のシカゴと言えば，ニューヨークに次ぐ全米第２位の

大都市となっており，都市化工業化，大量の移民の流

入といった状況のなか，それらに伴う社会問題に対処す

べ<，改革運動も盛んに行われていたのである5)。しかし
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本稿ではまず，彼の論文や著作にあらわれた主張の分析

を中心に，彼の市民教育論を考察することとする。

以下では，彼の言う「市民性」の内実は「自己選択」

(self､choice）ということにあったのであり，それゆえ，

彼の市民教育論においては，当時の社会で求められてい

た価値が目標に掲げられつつも，あくまで子どもの「自

己選択」が尊重されていたのだということを明らかにし

たい。更に，そのような教育における子どもの「自己選

択」尊重の思想の背景にあったものをも探っていきた

い。

１．「教育哲学講義のシラバス」にみる

市民教育論

１）「市民性」という教育目標の設定

パーカーは１８８３年から1899年までの１６年間，イ

リノイ州の「クック郡師範学校」（TheCookCounty

NormalSchool）にて，師範学校長として教育改革に尽

力した。（クック郡師範学校は，１８９６年にはシカゴ市に

移管され，「シカゴ師範学校」(TheChicagoNormal

School）と改称された｡）しかしパーカーは１８９９年，多

くの同僚教師と共にシカゴ師範学校を離れ，私立の師範

学校である「シカゴ学院」(TheChicagolnstitute)を創

設した。（この師範学校には，実習幼稚園と実習小学校が

付属していた｡）これは，シカゴ師範学校長パーカーに対

する，シカゴの教育行政局の一部の反対派，特に保守的

な政治家や伝統主義者などからの圧迫が続いていたた

め，パーカーの支持者であったプレイン夫人(Emmons

Blain)が，パーカーの自由な教育的試みが制約されぬよ

う，私立学校創設のための寄付を申し出たからであっ

た6)。

１９００年パーカーは，シカゴ学院の教師と実習学校に

通う生徒の親に向けて，学院の機関誌「コース・オブ・

スタディ」(TheCourseofStudy)を創刊し，自ら，「シ

カゴ学院の計画と目的」（ThePlanandPurposeofthe

Chicagolnstitute）と題する論文を載せている。ここで

彼は教育の目標として「市民性」を掲げた7)。ところで，

１８９４年に出版された，パーカーの主著と言われる『教

育学講話」（TalksonPedagogics)においては，教育の

目標として「市民性」は掲げられていない8)。彼が教育の

目標として「市民性」を前面に押し出してくるのは，こ

のシカゴ学院創設の頃からである。パーカーは言う，「市

民性(Citizenship)，共同生活(communitylife)，最も良

い意味での社会，すなわち完全なる生活(complete

living）といった言葉のなかに直接表現されているよう

第４３号ｌ９９６

な品格(character）こそ，アメリカの子どもたちの教育

における唯一の目標(aim)であり，目的(end)である｣9）

と。

では，パーカーが、標として掲げた「市民性」とは，

具体的にはいかなる内容のものであったのだろうか。彼

は「シカゴ学院の計画と「'的」に続けて，「教育哲学講義

のシラバス」（Sy,,abusoIaCourseofLecturesupon

thephilosophyofEducation)を載せている。そこで彼

はより詳細に「市民性」について述べている10)ｏ

パーカーによれば，「市民｣(Citizen)が有する至高の理

想は，「家庭，地域社会，国，世界の他の人々の幸福｣''）

である。市民は，「同胞に対する彼の責任によって支配さ

れており，彼の知力を人間の救済の問題へと捧げる｣'2）

のである。またパーカーは，市民性という理想は，利他

的な動機を鼓舞し'3)，「人が自らの力と体と心と魂とを

他の人々のために棒げることを要求する｣'４）とも言う。

つまり，パーカーの言う「市民性」の概念には，〈利他

性>，〈他の人々の幸福への貢献〉が内包されていたと言

えるｏ

ところで，当時のアメリカでは，富の集中などの社会

問題に直面した人々によって，自由放任主義経済に疑問

がもたれ始めていた。社会改革者たちは，人々の動機が

利己的なそれから，社会の幸福のためにというそれへと

変わっていくことを望んだ15〉。つまり，パーカーが「市

民性」という概念に内包していたく利他性>，〈他の人々

の幸福への貢献〉は，当時のアメリカ社会において求め

られていた価値と一致していた'6)。こうして見てくる

と，彼が唱える市民教育は一見，当時のアメリカ社会に

おいて求められていた価値を目標に掲げ，それへと子ど

もを形作っていく教育のようにも見受けられる。

しかし，パーカーが目標として掲げた「市民性」の内

実は，実は個人の「自己選択」ということにあったので

あり，それゆえ，彼の唱えた市民教育は，当時の社会で

求められていた価値が目標に掲げられつつも，同時にあ

くまで子ども自身が自ら思考し判断することを重視する

ものであった。以下，それを見ていきたい。

２）「市民性」の内実一自己選択一

パーカーは先のシラパスにおいて，「臣民」（subject）

と「市民｣(Citizen吟パーカーは，絶対主義国家下の国民

を臣民と呼び，民主主義IKI家下の国民を市民と呼ぶ－と

を対比させて述べている'7)。そしてこのパーカーの臣民

論は，彼の市民論をよりはっきりと浮かび上がらせてく

れている。

彼によれば，臣民の第一の特徴は「従属」（subservi‐
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ency)にある。臣民は「自己選択」(self･choice)を行わな

い。すなわち，臣民は「問うことなしに従属し，命令さ

れるままに従い｣，「自ら選択することを全く許されぬま

ま，義務と責任とを課される」のである。また臣民は「理

性」(reaSOn)を行使しない。すなわち，臣民は「他人の

意志のままに動く機械」であり，「知性の優れた力は中断

されたまま放置され，高められることもなく，自らの理

性を行使することなく，ただ信じるのみである｣'8)。

それに対し，市民の第一の特徴は「合理的な自己選択」

(rationalself-choice)にある。「彼(市民一引用者注）は，

同胞にとっての最善のものを見出そうと努めながらも，

彼が正しいと考えるものを受け入れ，支持し，間違って

いるものは拒む勇気をもっている」とパーカーは言

う,9)。また，同年（1900年）の全米教育協会(National

EducationAssociation）の年次大会においても，パー

カーは次のように言っている，「市民教育(Education

intocitizenship）は終始，自己選択を要求する。創始

(initiation)，創造(Creation)，想像(imagination)，判断

(reason)を要求する｣20）と。

ここで「選択」(choice)とは，上の引用からも「理‘性の

行使」とほぼ同義と考えられる。『教育学講話』において

も彼は，「理性が選択する(reasonchooses)｣2'）と言い，

また次のようにも言っている，「神から人間への第一の

贈り物は，選択(choice)である。そして教育は，選択，

すなわち，理'性の行使のための諸条件の提供であるべき

である｣22)と。彼においては更に，「選択」は，真理の選

択，すなわち，真理の探求と発見までを含む概念でも

あった。『教育学講話」においてパーカーは，「真理を選

択し(choose)，それを応用する力は，神から人間への最

高の贈り物である｣231と言い，また，「あらゆる進歩は，

真理の発見と応用にある。人間は，彼個人のささやかな

自己選択(self-choice)を，発見された真理の巨大なる総

体へと献じるよう創られている｣24）と言っている。

こうして見てくると，「市民‘性」の内実が「自己選択」

であるとされるとき，それは，個人が自らの理性を行使

し，すなわち，自分自身で思考し，判断しながら，真理

を探求,発見していくことであると言えよう。彼は実際，

同シラバスにおいて教育方法について述べる際にも，

個々の生徒に自分自身で推論させる必要を説いてい

る25)。

つまりパーカーの市民教育論においては，〈利他性＞と

いった，当時の社会で求められていた価値が目標に掲げ

られつつも，同時にあくまで子ども自身が自ら思考し判

断して，真理を発見，探求することが要求されていると

言える。

２『教育学講話』にみる「自己選択」

尊重の思想

パーカーのこのような個人の「自己選択」の重視の思

想は，１８９４年の主著『教育学講話」に遡ることができ

る◎彼はここで，教育は「選択」を可能ならしめるもの

でなければならないとしているＯ彼は言う，「神から人間

への第一の贈り物は，選択である。そして教育は，選択，

すなわち，理′性の行使のための諸条件の提供であるべき

である｣26)と。またパーカーは，「...…もし子どもが選択

の権利を全く感じることができないなら，もし選択する

という習慣が子どもの内に形成され，確立されていない

なら，子どもは，意志をもたぬ，他人によって支配され

る存在となる○彼は，彼に襲いかかる激流に流され，

弱々しく無力に漂流する者となる｣27)，「子どもたちは選

択の機会をもたなくてはならない。そのような機会が与

えられるなら，子どもたちはその幼き精神に期待される

べき判断を行うであろう｣28〉と言い，子ども自身の「選

択」を尊重するよう訴えている。

更にパーカーは，教育において「自己選択｣，すなわ

ち，個人が自分自身で思考し判断することをただ奨励し

ただけではなく，個人が自分自身で思考し判断する余地

を与えぬ，いわゆる〈支配としての教育〉と言われるも

のに鋭い批判の目を向けてもいた。

彼は『教育学講話」の第，６章「民主主義と教育」にお

いて，絶対主義体制－彼はこれを貴族制(aristocracy）

と呼ぶ－と民キギ義の対比を試みている29)。ここで彼は

貴族制を，「その意図は，少数者の支配に対する大衆の完

全な服従であり，その方法は，人間の魂が真理を探求し

発見するのを妨げるというものである」と定義づけてい

る30)。

さてパーカーによれば，貴族制において支配者たちが

用いた大衆支配の方法は，神秘を用いる方法，物理的な

力による方法，人々を階級のなかへ孤立させる方法，買

収による方法，教育（量的教授）による方法，慈善によ

る方法の６つである3')。ここで特に注目されるのは，

パーカーが大衆支配の方法として，教育による方法を挙

げていることである。

パーカーによれば，大衆を無知のままにとどめ，神秘

や物理的な力や買収によって大衆を支配していた権力者

たちもやがて，教育により臣民をよりよい服従者にしよ

うと考えるようになった。そのとき生じた問題は，「いか

にして，有益な臣民をつくりつつ，同時に彼らが彼ら自
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身で考え判断するのを妨げるか｣，「彼らに自分たちは教

育を受けているのだと信じさせつつ，彼らの精神の自由

な活動を妨げるか」であった32)。そしてこの問題は，

パーカーが「量的教授」(quantityteaching)と呼ぶとこ

ろの教育によって解決されたと言う。鼠的教授とは，「今

日普及している方法」であり，教科書を用いた，言葉の

詰め込み，暗唱といった方法であり，「学習し，信じ，順

応する方法」であるとパーカーは言う。それは，「精神の

視野を制限し，精神がある一定の範囲の外を見ることを

妨げる方法」であり，「盲信の方法」である33)。そして量

的教授のもとでは，「生徒の精神は，単なる受動的な容器

で，権威者とされている者から与えられるものを，何の

抵抗もなく受け取る｣34）と言う。つまりパーカーは，教

育が，子ども自身が自ら思考し判断する余地を与えない

一方的なものとなるとき，それは大衆支配の方法の一つ

になり得るということを見抜いていたと言える。だから

こそパーカーは，前述してきたように，子ども自身が自

ら思考し判断することを重んじる教育一パーカーはこれ

を「質的教授」（qualityteaching）と呼ぶ一を奨励した

のであった。パーカーが，当時の主流であった教科書中

心主義の機械的な詰め込み教育を改善すべく，教材を子

どもの身近なものにし，野外活動を導入し，観察や実験

を取り入れ，絵画，音楽，造形などの芸術科目を表現活

動として重視したことは有名であるが，こうした改革

は，子どもに「選択」の機会，すなわち，彼ら自身が思

考し判断する機会を与えようとするものであったことが

わかる35)。

要するに，パーカーは教育による大衆支配に対して鋭

い洞察を加えていたのであり，それゆえ，彼が唱えた教

育は，支配を防ぐべく，あくまで個人が自らの理性を行

使し,自分自身で思考し判断することを重んじるもので

あった。そして，パーカーのこのような思想は，彼が｢市

民性」を教育目標として掲げた晩年にも，その市民教育

論に内包されていたのである。

３「自己選択」尊重の思想の背景

以上見てきたように，パーカーは教育において「自己

選択｣，すなわち，個人が自らの理性を行使し，自分自身

で真理を探求，発見していくことを尊重した。彼のこの

ような思想の背景にあったものは何か。

パーカーは，「教育学講話」において次のように言う，

｢私は次のことを自明のことと思う。神，すなわち’愛に

満ちた，子どもの創造主が，子どもを最高の創造物とな

し給うたとき，神は子どもの内に神ご自身を，すなわち，

第４３号１９９６

神性を宿し給うた｣36)，「まず第一に我々は，子どもの偉

大なる神性を，子どもの神的なる力を，神的なる可能性

を認識すべきである｣37）と。このようにパーカーは，子

どもは神的なるものを内在的に有していると考えてい

た。そして，それゆえに子どもは神の真理を知り得るの

だと考えた。彼は言う，「この神性は，目に見えるもの，

手に触れることのできるものを通して，（子どもが－引

用者注）真理を探求することのなかに顕現する｣38)，「彼

ら（子ども－引用者注）の全本性は真理を探し求めてい

る｣39)，「真理は特別な少数者に委ねられるべきものでは

ない。この地球のすべての子どもが独力で真理を発見

し，真理を感じるための諸条件をもち得るのである｣４０》，

「真理を選択し，それを応用する力は，神から人間への最

高の贈り物である｣4'）と。

ところで，このような思想はパーカーひとりに限った

ものではない。アメリカでは，原罪を強調し回心体験を

要求したピューリタニズムは，やがて，バプティスト，

メソディスト，クェイカー等の新興諸宗派により克服さ

れていき，いわゆるプロテスタンテイズムの自由主義化

が進んだのであるが，個人の内面にはある神聖なものが

あり，それゆえ，人は個人としてその内面において神を

知り得るといった思想は，この自由主義的プロテスタン

テイズムの中核的思想であったと言われる42)。

さて，個々人が神の真理を知り得るとは，言い換えれ

ば，神の真理はあくまで個々人によって発見されなけれ

ばならないということであった。「誰も他人に代わって

真理を発見することはできない｣４３）とパーカーは言う。

確かにパーカーは，「我々は時として科学的な真理と聖

なる真理とを区別するが，しかし両者に差異はない｣44）

とも言っている。しかしこれは,彼が自然の中に神の真

理を見ていたからであった。彼は世界は神によって創造

され，神の法則によって統治されていると考えてい

た45)。つまり，自然において見出される諸法則の背後に

は，世界を統治する神が存在するのである。そしてこの

諸法則を彼は真理と呼んだのであるｲ6)。彼は言う，「神は

世界を通して人間の魂の前にご自身を現される｣47）と。

更に，「一つの中心的法則が人間と世界の両者を支配

している。世界の諸法則が自我に自我を知らしめる｣４８）

という彼の叙述からは，人間の内なる法則（真理）と自

然における法則（真理）との対応，すなわち，自然の真

理を知ることは人間の内なる真理を知ることであり，神

を知ることであるという考えがうかがえる。そしてこの

ような思想も，自由主義的プロテスタンテイズムにおい

て認められるものであったと言われる49)。（実際，超越キ
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義者として知られるオルコット(AmosBronsonAlcott）

やエマソン(RalphWaldoEmerson）にも，これに通じ

る思想は認められるであろう｡）

いずれにせよ，パーカーにとって真理はあくまで個々

人によって発見されなければならないものであった。

｢正しい諸条件が与えられれば,人間の魂は，確定的では

ない仮の(tentative)，しかし彼にとって最善の真理を発

見し得る｣50)，「いったい誰が真理全体を知っているとい

うのか｣5')，「我々は（真理へと－引用者注）試行錯誤し

つつ(tentatiVely)前進することができる｣52)などの叙述

からも，パーカーが真理を既に定まったものとしてでは

なく，すべての者にとっての永遠の問としてとらえてい

ることがわかる。

さて，パーカーの以上のような子ども観（人間観)，真

理観は，教育における子ども自身による真理探求の尊重

といかにかかわっていたのか。『教育学講話」において

パーカーは，神の真理の探求とその応用によってこそ人

間は発達し得るのだとした53)。しかも上述のように彼

は，子どもには神性が内在し，子どもは自ら真理を探求

し発見し得るのだと考え，また，真理は必ず個々の子ど

もが自分自身で探求，発見しなくてはならないものであ

ると考えていた。したがって，発達は子ども自身が自ら

行う真理の探求と応用によってこそ可能になるのであっ

た。実際，彼は教育を「真理の探求と応用における自己

努力(self-effort)｣５４）とも呼んだ。（この時期のパーカー

は，「教育」(education)という語を自己発達に近い意味

に用いており，いわゆる外からの働きかけとしての教育

には，「教授」(teaching)という語を用いる傾向がある｡）

こうしてパーカーは，教師の役割，すなわち教授は，

子どもが真理を探求すべく自ら努力するのを援助するこ

とであるとした。彼は言う，「教授とは，教育的自己努力

(真理の発見と応用における子どもの自己努力一引用

者注）のための外的諸条件の提供でなくて何であろう

か｣55)，「教師の唯一の動機は，生徒が自らの最高の努力

を発揮し得るよう援助することである｣56）と。更にパー

カーは，「光を掲げ，先導をする教師は，生徒と手と手を

取りあい，心と心を触れあわせあいながら，真理へと進

んでいくのである｣57）と言う。パーカーにあっては，教

師もまた子どもと共に真理を探求する者であったのであ

る。

このようにパーカーにおいては，子ども自身が自ら行

う真理探求を尊重することにこそ教育の本分はあったの

である。そしてその背景には，上述のような，〈神性を内

在的に有し，それゆえ，神の真理を知り得る子ども〉と

いう子ども観があった。

先に取り挙げたシラバスにおいてもパーカーは，自己

選択も理性の行使もしない臣民をつくる専制政治の罪の

極致は，「子どもの神性を信頼しないこと」であると述べ

ている58)｡つまり，子どもの「自己選択」を重んじた晩年

の市民教育論の背景にもこのような子ども観があって，

それを支えていたと言うことができる。

おわりに－<教育目標として「市民性」を掲げる〉

ことの意味一

以上，パーカーが晩年に教育目標として掲げた「市民

性」の内実は，個人の「自己選択」ということにあった

のであり，それゆえ，彼の唱えた市民教育は，「利他性」

といった当時の社会で求められていた価値が目標に掲げ

られつつも，同時にあくまで子ども自身が自ら思考し判

断し，真理を探求，発見することを重んじるものであっ

たことを示してきた。また，そうした子ども自身による

真理探求の尊重の思想の背景には，〈神性を内在的に有

し，それゆえ，神の真理を知り得る子ども＞という子ど

も観があったのだということも示してきた59)。

さて，ここまでの考察をふまえたうえで，最後にあら

ためて，〈教育目標として「市民性」を掲げる＞というこ

との意味を検討したい。なお，検討を始めるにあたって，

まず，次のような教育のかたちをあらかじめ考えておき

たい。それは，教師や親が一応ある目標を設定して子ど

もに働きかけつつも，あくまで最終的な到達目標は，子

ども自身がいずれ自分で創り出していくことが期待され

ているといった教育のかたちである。このような教育に

おいては，教師や親が一応設定する目標と，最終的な到

達目標とは，はっきり区別されなければならない。ここ

では前者の目標を，子どもが最終的な到達目標を自ら創

造していく過程において，教師や親が働きかける際に設

定する目標という意味で，〈過程的目標＞と呼ぶこととす

る60>・以下，このような教育のかたちに照らしつつ，晩

年の市民教育論について検討していきたい。

パーカーは晩年，教育における目標として「市民性」

を掲げた。しかし前述の通り，「市民性」の内実は「自己

選択｣，すなわち，個人が自分自身で思考し判断し選択し

ていくことにあった。市民は「彼が正しいと考えるもの

を受け入れ，支持し，間違っているものは拒む勇気をも

つ｣６１〉者とされた。とすると，教師によって掲げられる

いかなる目標も，子ども自身によって再考され，選択さ

れるべき対象となるであろう。したがって，教師によっ

て掲げられる目標は，〈過程的目標＞とはなっても，必ず
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しも子ども自身の最終的到達目標と一致するとは限ら

ず，最終的到達目標は，やはり個々の子どもが創り出し

ていくことが期待されているとも言えよう。このような

推測は，先に取り挙げたシラバスにおける，「教育は理想

を自己創造すること（Self･Creation)である｣62）という

パーカーの叙述によっても裏付けられるであろう。

このように見てくるなら，「市民性」の概念に内包され

ていたく利他性＞といった価値は，〈過程的目標〉として

とらえることもできるであろう。子ども自身による思

考，選択が重視され，教師の掲げるいかなる目標につい

ても，子ども自身による再考，選択の余地が残される限

り，〈利他性＞といった価値も，子どもに強制される最終

的到達目標ではなく，教師が子どもに働きかける際に一

応設定する〈過程的目標〉としてとらえることができよ

う。

パーカーは確かに晩年，「市民性」こそ教育における目

標であると主張した。彼は実際，「市民性への教育」(Ed‐

ucationintocitizenship)という表現さえ用いていた63)。

このような表現からは一見，パーカーの唱えた市民教育

は，子ども以外の者によって外部に設定された最終的到

達目標に向かって，子どもを形作っていくといった性質

のもののように見受けられるであろう。しかし実際に

は，以上考察してきたように，彼の唱えた市民教育は，

教師が一応ある目標を設定して子どもに働きかけつつ

も，あくまで最終的な致連目標は，子ども自身がいずれ

自分で創り出していくことが期待されているといった性

質のものであったと言える。ここには，教育目標に「自

己選択」を内包させることによるパラドクスとも言える

ものがあると思われる。
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